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１．背景 

今後、我が国において生産年齢人口が減少することが予想されている中、建設分野に

おいて、生産性向上は避けられない課題である。 

国土交通省では、建設事業で取扱う情報をデジタル化することにより、調査・測量・

設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容

易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化、受発注者の生

産性向上を目的に、直轄土木業務･工事にBIM/CIMの適用を推進してきた。 

しかし、BIM/CIMの経験が少ない企業も依然として多く存在しているのが現状であ

り、BIM/CIMの取組を加速・浸透させていくことが課題となっている。 

 

２．本制度の目的 

BIM/CIM 原則適用となったことで、受注者が自主的な技術修得や能力向上への取り組

みが可能となるように、BIM/CIM 関係熟達者を「中国 BIM/CIM サポート企業・団体」

として登録し、必要な時に実践的な支援等が受けられることにより、幅広く一般に導入で

きる状況を目指し、技術面においてサポートするものである。 

 

３．「中国 BIM/CIM サポート企業・団体」 

（１）制度概要 

BIM/CIM 関係熟達者を「中国 BIM/CIM サポート企業・団体」として、中国地方

整備局 i-Construction サポートセンターに登録を行うとともにホームページに掲

載・公表する。 

BIM/CIM 活用等の支援を必要とする依頼者（測量会社、建設コンサルタント会社、

建設会社等。以下「依頼者」という。）は、ホームページに掲載する「中国 BIM/CIM

サポート企業・団体登録名簿」のサポート分野等を参照し、条件に合う「中国

BIM/CIM サポート企業・団体」に対し相談や助言、技術的指導を依頼することがで

きる。 

 

（２）活動内容 

 活動内容は次のとおりとする。 

【１．初級者向け】 

① 「BIM/CIM の基礎知識」 

二次元設計との違いや属性情報、詳細度等の基礎知識、活用事例等の紹介 

② 「点群データの取得･図化」 

点群データの取得方法、点群データの読み込み、モデル作成の助言、技術的指

導 

 



③ 「3DCAD の基本操作」 

取扱いソフト毎の基本操作、作業時の留意点等に関する助言、技術的指導 

【２．中･上級者向け】 

① 「BIM/CIM の最新情報」 

BIM/CIM を活用した最新事例、各ソフトの新たに開発された（開発予定の）

機能等の紹介 

② 「3DCAD ソフトの応用操作」 

3DCAD ソフトの応用操作に関する助言、技術的指導 

③ VR 等への応用 

  BIM/CIM データをベースに VR（仮想現実）や MR（複合現実）等に応用す

るための助言、技術的指導 

 

（３）依頼の方法 

依頼者は、中国地方整備局が公表している「中国 BIM/CIM サポート企業・団体

登録名簿」のサポート分野等を参照し、条件に合うサポート企業・団体に対し、依

頼内容を明確に伝え、依頼を行うものとする。 

各依頼についての支援の可否は、依頼内容により「中国 BIM/CIM サポート企

業・団体」が判断し、依頼者に伝えるものとする。なお、サポートに係る費用は、

依頼者と「中国 BIM/CIM サポート企業・団体」で協議し、原則依頼者が負担する

ものとする。 

実施において、不利益等が生じた場合は、依頼者と「中国 BIM/CIM サポート企

業・団体」間で解決するものとする。 

 

４．公募 

（１）公募区分（サポート分野） 

「中国 BIM/CIM サポート企業・団体」の登録は、３．（２）活動内容に示すサポ

ート分野（初級者、中･上級者向け）の個々の区分、もしくは２区分以上の組み合わ

せにより行う。 

 

 

（２）応募資格 

登録できる企業・団体は、BIM/CIM 技術に関する専門知識を持ち、４．（１）に示

す内容の支援を実施できる者として、以下の条件を満たす者とする。 

① 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）（以下「予決令」という。）第 70

条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

② 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされて



いる者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者ではないこと。 

③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等又はこれに準ず

るものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続し

ている者でないこと。 

④ 業務又は工事（発注機関は問わない）において、過去 5 年以内に完成又は完了し

た以下に示す実績を有すること。 

・BIM/CIM を活用した業務又は工事における実績（元請又は下請） 

 

（３）提出資料 

「登録申請書（様式-1）」と「実績を確認できる資料（TECRIS・CORINS 又は契

約書又は仕様書等の写し）（様式-2）」「活動の実施体制（様式-３）」を８．「中国地方

整備局 i-Construction サポートセンター」事務局まで持参または郵送もしくはメー

ルにて提出すること。 

掲載ＵＲＬ：https://www.cgr.mlit.go.jp/kikaku/bimcim/index.html 

 

５．受付及び登録 

（１）公募受付 

公募受付は、登録手続きを行う４月２０日、７月２０日、１０月２０日、１月２０

日を締め切り（ただし、土日・祝日の場合はその翌日とする。）とする。 

なお、登録手続き期限を超えて受け付けた場合は、次回の公募受付として取り扱う

こととする。 

 

（２）登録方法 

提出された資料は、中国地方整備局 i-Construction サポートセンター事務局で内

容の確認を行い、当要領における BIM/CIM 活動実績が確認できた場合は「中国

BIM/CIM サポート企業・団体」として登録する。 

 

（３）登録通知 

応募者に対し、各締切月翌月に登録・非登録の通知を申請書の連絡先へ郵送により

行う。非登録の通知を受けた者は、通知のした日の翌日から起算して５日（土曜日、

日曜日及び休日を含まない）以内に、非登録理由について説明を求めることができる。 

 

（４）中国地方整備局 HP への掲載 

登録された「中国 BIM/CIM サポート企業・団体」は、「中国 BIM/CIM サポート

企業・団体登録名簿」にとりまとめ、登録した翌月から、中国地方整備局 HP に掲載



する。（ただし、土日・祝日の場合はその翌日とする。） 

掲載ＵＲＬ：https://www.cgr.mlit.go.jp/kikaku/bimcim/index.html 

 

（５）登録期間 

登録通知の日から登録解除の申し出があった日までとする。 

 

（６）登録の変更及び抹消 

既登録内容に変更が生じた場合、及び本制度から退会する場合は、速やかに報告し

なければならない。手続きは応募受付の手続きに準じるものとする。 

登録を受けた BIM/CIM サポート企業・団体について、登録申請時の提出書類に虚

偽の記載を行ったことが判明した時、「中国地方整備局 i-Construction サポートセン

ター」事務局が、BIM/CIM に関する助言、技術的指導が実施できないと判断した時、

本要領に基づく活動に非協力的であると判断した時、その他必要と判断した時は、そ

の登録を抹消する場合がある。 

 

６．実施状況報告 

「中国 BIM/CIM サポート企業・団体」は支援実施終了後、「実施報告書」により

実施状況のとりまとめを行い、「中国地方整備局 i-Construction サポートセンター」

事務局まで報告（「実施報告書」の提出）するものとする。必要に応じて発注者にも

報告を行うものとする。 

なお、実施報告書については、報告頂いた後、活動実績として、サポート相手が特

定出来ないよう配慮を行った上で、中国地方整備局ホームページへ掲載を行うこと

を原則とするが、掲載を希望しない場合は提出様式にその旨を記載すること。 

 

７．内容についての質問 

本制度の質問は、８．「中国地方整備局 i-Construction サポートセンター事務局までと

する。 

 

８．「中国地方整備局 i-Construction サポートセンター」事務局 

〒７３０－８５３０ 広島市中区上八丁堀６－３０ 

中国地方整備局 企画部 技術管理課（入札・契約、積算、監督・検査、業務） 

電 話：０８２－２２１－９２３１ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：iconchuugoku@cgr.mlit.go.jp 

 

 

 




